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凍
結
防
止
の
た
め
公
衆

ト
イ
レ
を
閉
鎖
し
ま
す

　　　
令
和
７
年
３
月
下
旬
ま
で

　　
能
代
公
園
（
頂
上
）／
能
代
河
畔

公
園
／
赤
沼
公
園
／
市
民
プ
ー
ル

前
／
大
町
街
区
公
園
／
富
町
街
区

公
園
／
栄
町
街
区
公
園
／
出
戸
町

街
区
公
園
／
萩
の
台
街
区
公
園
／

昭
南
町
街
区
公
園
／
風
の
松
原
／

大
正
町
街
区
公
園
／
出
戸
街
区
公

園
／
大
瀬
街
区
公
園
／
向
ヶ
丘
街

区
公
園
／
は
ま
な
す
展
望
台
緑
地

内
／
柳
町
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
／
井

坂
街
区
公
園

　　
都
市
整
備
課　
℡
89
・
２
１
９
７

断
水
の
お
知
ら
せ

　
沢
口
浄
水
場
の
電
気
設
備
の
年
点

検
の
た
め
、
停
電
作
業
を
実
施
し
ま

す
。
二
ツ
井
地
区
の
上
水
道
を
ご
利

用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
５
分
程
度
、

断
水
し
ま
す
。
ご
不
便
を
お
掛
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
12
月
11
日
㈬
午
前
０
時
か
ら
５

分
程
度

　　
沢
口
浄
水
場
（
二
ツ
井
町
字
沢

　
口
45-

１
）

　　
水
道
課　
℡
52
・
５
２
２
１

家
屋
の
新
築
・
増
築
、

取
り
壊
し
を
さ
れ
た
方
へ

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
状
況
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

●
新
築
・
増
築
の
場
合

　
完
成
後
、
税
務
課
固
定

資
産
税
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
後

日
家
屋
評
価
に
お
伺
い
し
ま
す
。

●
取
り
壊
し
の
場
合

　
家
屋
滅
失
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
登
記
さ
れ
て

い
る
家
屋
は
滅
失
登
記
の
手
続
き
を

法
務
局
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※

新
築
家
屋
等
調
査
の
予

　
約
は
、
電
子
申
請
・
届

　
出
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

　
き
ま
す
。

　　
税
務
課　
℡
89
・
２
１
２
７

問対

提
出
期
限

実
施
期
間

応
募
期
間

対
象
事
業

応
募
方
法

市
の
土
地
を
一
般
競
争

入
札
に
よ
り
売
却
し
ま
す

　
入
札
に
参
加
し
た
い
方
は
、
現
地

を
確
認
の
う
え
、
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

 　  　　
　西
通
町
３
４
３
番

 　  　　　 　
３
９
２
・
14
㎡

 　  　　　 　　　
５
４
８
万
円

　
　
市
有
財
産
活
用
室
に
備
え
る
入

札
参
加
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
添
付
書
類

と
一
緒
に
令
和
７
年
１
月
10
日
㈮

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 　  　　　 　
令
和
７
年
１
月
29
日
㈬

　
午
前
10
時

（
午
前
９
時
30
分
〜
９
時
45
分
に

受
け
付
け
）

 　  　　　 　
本
庁
舎
３
階
会
議
室
５

 　  　　　 　
最
低
売
却
金
額
の
１
０

０
分
の
５
の
金
額
を
事
前
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　　
市
有
財
産
活
用
室

　
℡
89
・
２
１
２
３

水
銀
使
用
廃
製
品
回
収
日

 11
月
 29
日
㈮
午
前
８
時
ま
で

　
透
明
な
袋
に
入
れ
て
、
資
源
ご
み

回
収
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ

さ
い
。

・
資
源
ご
み
を
回
収
し
な
い
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
地
域
セ
ン
タ

ー
な
ど
の
拠
点
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
回
収
を
行
い
ま
せ
ん
。

・
蛍
光
管
、
電
球
と
、
そ
の
他
の
水

銀
使
用
廃
製
品
は
袋
を
分
け
て
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

環
境
衛
生
課　
℡
89
・
２
１
７
６

　
地
域
局
環
境
産
業
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
73
・
５
５
７
９

能
代
市
表
彰
式
候
補
者

推
薦
の
お
願
い

　
市
で
は
毎
年
３
月
21
日
を
市
制
施

行
記
念
日
と
し
、
各
分
野
で
業
績
や

功
績
が
あ
っ
た
方
を
表
彰
し
て
い
ま

す
。

●
永
年
勤
続
表
彰

能
代
市
に
住
所
を
有
し
、
市
内
の

会
社
、
商
店
、
団
体
、
事
務
所
な

ど
に
20
年
以
上
勤
続
し
功
績
の
あ

る
40
歳
以
上
の
方

●
善
行
表
彰

能
代
市
に
住
所
を
有
し
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
お
お
む
ね
10
年
以
上
続

け
て
い
る
60
歳
以
上
の
方

　　　　　  

永
年
勤
続
表
彰
候
補
者
は

各
事
業
所
か
ら
、
善
行
表
彰
の
対

象
候
補
者
は
自
治
会
長
、
区
長
・

町
内
会
長
か
ら
推
薦
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。
様
式
は
総
務
課

や
地
域
局
総
務
企
画
課
で
配
布
す

る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

　　　　　    

12
月
16
日
㈪
（
郵
送
可
）

　　
総
務
課　
℡
89
・
２
１
１
２

宴
会
シ
ー
ズ
ン
も

　
お
い
し
く
楽
し
く

食
べ
き
り
ま
し
ょ
う

　
市
で
は
、
食
品
ロ
ス
の
削
減
を
目

的
に
、
冬
の
忘
新
年
会
、
春
の
歓
送

迎
会
に
向
け
て
「
食
べ
き
り
運
動
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
宴
会
時
に
は
、
乾
杯
後
の
30
分
と

お
開
き
前
の
10
分
は
席
を
立
た
ず
に

料
理
を
楽
し
む
こ
と
に
よ
り
、
食
べ

き
り
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

　　　　　
12
月
１
日
㈰
〜
令
和
７
年

４
月
30
日
㈬

宴
会
５
箇
条

①
ま
ず
は
、
適
量
注
文

②
幹
事
さ
ん
か
ら
「
お
い
し
く
食
べ

き
ろ
う
！
」
の
声
掛
け

③
開
始
30
分
、
終
了
10
分
は
、
席
を

立
た
ず
に
し
っ
か
り
食
べ
る
「
食

べ
き
り
タ
イ
ム
！
」

問

問問

対

問

　
注
意
事
項

　
推
薦
方
法

　

④
食
べ
き
れ
な
い
料
理
は
仲
間
で
分

け
合
お
う

⑤
そ
れ
で
も
、
食
べ
き
れ
な
か
っ
た

料
理
は
、
お
店
の
方
に
確
認
し
て

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う 

　　
環
境
衛
生
課　
℡
89
・
２
１
７
６

能
代
市
文
化
会
館

　
会
場
提
供
型
事
業
の

　
　
　
　
　
企
画
募
集

　
市
民
の
文
化
芸
術
の
鑑
賞
機
会
拡

大
、
文
化
交
流
の
支
援
を
目
的
に
、

令
和
７
年
度
の
会
場
提
供
型
事
業

（
大
ホ
ー
ル
、
中
ホ
ー
ル
各
１
事
業
）

を
募
集
し
ま
す
。
審
査
の
結
果
採
択

と
な
っ
た
事
業
は
、
会
場
使
用
料
が

無
料
と
な
り
ま
す
。

※

大
ホ
ー
ル
最
大
２
日
間
、
中
ホ
ー

ル
最
大
６
日
間
使
用
で
き
ま
す
。

　　
主
た
る
活
動
の
拠
点
が
市
内
に

　
あ
る
団
体
な
ど

・
文
化
芸
術
の
学
び
や
鑑
賞
機
会
を

提
供
す
る
事
業
ま
た
は
文
化
交
流

事
業

・
広
く
市
民
に
公
開
す
る
公
演
、
大

会
、
展
覧
会
な
ど

※

目
的
が
営
利
、
宣
伝
、
政
治
・
宗

教
活
動
、
ま
た
は
特
定
の
団
体
・

教
室
の
発
表
会
や
会
員
の
研
修
会

な
ど
の
事
業
は
対
象
外
で
す
。

　　　　　   

12
月
27
日
㈮
ま
で

10月分市長交際費

総務課　℡89-2112問

区　分 項　目 件数 金　額

会　合

弔　慰

計

会　　費
寸　　志
弔 祭 料
供　　花
死亡広告

９
１
１
１
１
13

56,500円
5,000円
20,000円
20,000円
16,500円
118,000円

消費一口メモ 186
●暖房器具からの火災に注意
　暖房器具による火災の多くが使用者の「誤使
用・不注意」が原因です。また、火災により被害
に遭う高齢者が多く、住宅火災で亡くなる方の約
75％が65歳以上です。暖房器具からの火災を防
ぐため、次の点に注意しましょう。
暖房器具を使用する際は
・外出、寝る前には必ず消す
・暖房器具の上に洗濯物は干さない
・燃えやすい物やスプレー缶は近くに置かない
給油する際は
・暖房器具の火は必ず消す
・灯油カートリッジの蓋を確実に閉める
・燃料（灯油）とガソリンを間違わない
　　能代市消費生活センター　℡89-2939
　　能代山本広域消防本部　　℡52-3311
問

　　　　　   

能
代
市
文
化
会
館
に
備
え

る
申
請
用
紙
に
記
入
し
て
直
接

　　
能
代
市
文
化
会
館　℡

54
・
８
１
４
１

の
し
ろ
食
育
デ
ー

　
毎
月
19
日
と
第
３
日
曜
日
は
「
の

し
ろ
食
育
デ
ー
」。
12
月
は
15
日
㈰

と
19
日
㈭
で
す
。

活
動
の
一
例

　
朝
食
を
と
る
。

　　
農
業
振
興
課　
℡
89
・
２
１
８
２


